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Ⅰ 副業・兼業についての素朴な疑問 ガイドラインより

なぜ今、副業・兼業を促進するの？

〇 副業・兼業は、新たな技術の開発、オープンイノベーションや起業の手段、そして第２の人生の 準
備として有効とされています。 また、人生100年時代を迎え、若いうちから、自らの希望する働き方
を選べる環境を作っていく ことが必要であり、副業・兼業などの多様な働き方への期待が高まってい
ます。

副業・兼業は認めないといけないの？

〇 副業・兼業に関する裁判例では、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的 に
は労働者の自由であるとされており、裁判例を踏まえれば、原則、副業・兼業を認める方向で検討するこ
とが適当です。 副業・兼業を禁止している企業や一律許可制にしている企業は、まずは、原則副業・兼
業を認める方向で就業規則などの見直しを行い、労働者が副業・兼業を行える環境を整備しましょう

副業・兼業を進める上で企業はどんな対応が必要になるの？

〇 就業規則などの見直しにより、副業・兼業を認める環境が整ったら、次に注意しないといけないのは、
「労働時間の通算管理」です。労働者が雇用される形で副業・兼業を行う場合、原則として、自社と副
業・兼業先の労働時間を通算して管理する必要があります

〇 労働時間を通算して管理するために、まずは、労働者が行う副業・兼業の内容を確認する必要が あり
ます。副業・兼業開始前に、労働者からの申告などにより、必要な情報を確認しましょう

企業の皆様の疑問
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〇 副業・兼業の内容を確認したら、次は労働時間の通算です。労働時間の通算方法は二通りで、原則 
的な方法と簡便な方法（「管理モデル」といいます。）があります。 労働時間を通算して管理するに
あたって自社で取り入れやすい方法を採用し、自社と副業・兼業先 の労働時間を確実に通算するよう
にしましょう。

〇 副業・兼業を進める上では、長時間労働になり労働者の健康が阻害されないよう、過重労働を防
止 することや健康確保を図ることが重要です。 労使でコミュニケーションを図り、労働者の健康確
保に必要な措置を講じるようにしましょう

労働者の皆様の疑
問

副業・兼業とは

〇 副業・兼業を行うということは、二つ以上の仕事を掛け持つことをここでは想定しています。 副
業・兼業は、企業に雇用される形で行うもの（正社員、パート・アルバイトなど）、自ら起業 して事
業主として行うもの、コンサルタントとして請負や委任といった形で行うものなど、さまざま な形態
があります。
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副業・兼業にはどんなメリットと留意点があるの？

〇 副業・兼業を行うことのメリットは、働く方の状況によってさまざまありますが、たとえば、以下 のよ
うなものが考えられます。
 ・ 離職せずとも別の仕事に就くことが可能となり、スキルや経験を得ることで、主体的にキャリア 形成
ができる。 
・ 既に行っている仕事の所得を活かして、自分がやりたいことに挑戦でき、自己実現を追求できる。
・ 所得が増加する。

〇 メリットの一方で、注意をしなければいけない点もあり、たとえば、以下のようなものが考えられ ます。 
・ 就業時間が長くなる可能性があるため、自身による就業時間や健康の管理も一定程度必要である。
・ 副業・兼業によって既に行っている仕事に支障が生じないようにすること、既に行っている仕事 と副
業・兼業それぞれで知り得た業務上の秘密情報を漏らさないことなどに留意する必要がある。
・ １週間の所定労働時間が短い業務を複数行う場合に、雇用保険等の適用がない場合があることに 留意が
必要である。

副業・兼業は誰でもできるの？

〇 既に会社で働いている人が、副業・兼業を行うことが可能かどうかは会社によって異なります。 副業・
兼業を始めたいと思ったら、まずは勤めている会社のルールを定めている就業規則や自身の労働契約の内
容を確認し、副業・兼業を行うことが可能かどうかや、副業・兼業を始めるためにどの ような手続が必要
になるかを確認しましょう。

以下は､厚労省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を参照のこと。 ３



Ⅱ 兼業・副業の現状

◎ 副業・兼業を希望する者は年々増加傾向にある。副業・兼業を行う理由は、収入を増やしたい、１つ
の仕事だけでは生活できない、自分が活躍できる場を広げる、様々な分野の人とつながりができる、時間
の ゆとりがある、現在の仕事で必要な能力を活用・向上させる等さまざまであり、また、副業・兼業の形
態 も、正社員、パート・アルバイト、会社役員、起業による自営業主等さまざまである。

４



５



６



７



８



９



１０



１１



１２



１３



１４



Ⅲ 働き方改革と副業・兼業の扱い

１ 働き方改革と副業・兼業

副業・兼業は、新たな技術の開発、オープンイノベーション(※）、起業の手段や第２の人 生の準備とし
て有効とされており、「働き方改革実行計画」において、副業・兼業の普及を図るという方向性が示され
ています。

※オープンイノベーション（⇔クローズドイノベーション）
オープンイノベーション～社内外の垣根なくアイデア、ノウハウ、技術を取り入れ、革新的な製品、サービス、新規事業、
ビジネスモデルなど新たな価値を創出するイノベーション手法の一つ。政府は、「日本再興戦略」(２０１３年)の中で、こ
の積極的活用の推進を提言、以降の成長戦略に引き継がれている。

働き方ガイドラインでは、副業・兼業も、単に２つ以上の仕
事を掛け持ちする場合を言うとし，企業に雇用されるものや、
自ら業を営むものあるとしているよ。

【平成30年１月】「働き方改革実行計画」（平成29年３月28日）において、「労働者の健康確保
に留意しつつ、原則副業・兼 業を認める方向で、副業・兼業の普及促進を図る」とされた。
～「副業・兼業の 促進に関するガイドライン」を策定。
～ 副業・兼業の促進の方向性や、労働時間や労働者の健康確保等の留 意事項をまとめた 。 
～併せて、モデル就業規則について、副業・兼業を原則認める内容に改定した 【令和２年９月】

【令和５年３月】 「規制改革実施計画」（令和４年６月７日）、「規制改革推進に関する中間答申」
（令和４年12月22日）に おいて、企業における副業・兼業の好事例や、管理モデルの取組事例を収集・
周知することとされた。
副業・兼業時の労働時間管理について、労働時間通算や「管理モデ ル」（簡便な労働時間の管理の方法）
の解説を作成し、公表した。
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Ⅳ 副業・兼業と公的保険

１ 労災保険給付

２０２０年９月１日施行

一の会社と労働
契約関係にあり、
ほかの就業につ
いて特別加入し
ている方や、複
数の特別加入を
している人も対
象です。
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２ 雇用保険
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週の所定労働
時間が２０時
間以上，所定
内賃金が月額
８．８万円以
上、２箇月を
超える雇用の
見込み、５１
人以上企業、
学生ではない
という要件を
満たせば社会
保険の加入要
件を満たすよ

ね。

３ 社会保険
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Ⅴ 副業・兼業時の労働時間の通算

労基法第３８条第１項では、「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用
については通算する。」としています。
企業も労働者も安心して副業・兼業を行えるようにするためには、副業・兼業を 行うことで、長時間労働に

ならないようにする必要があります。 そのためには、企業は、自社の労働時間を、副業・兼業先の労働時間と
通算する など適切な労務管理を行うことが大切です

Aの会社の事業所６時間勤務 ＋ Bの会社の事業所で３時間勤務

時間

労働時間９時間
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労働時間の通算が不要の場合

次に､該当する場合は、その時間は通算されない。

労働基準法が適用されない場合

フリーランス、独立、起業､共同経営アド
バイザー、コンサルタント、会社の顧問、
監事、理事など

労働基準法は適用されるが、労働時間規
制が適用されない者の場合

農業・畜産・養蚕・水産業、管理監督者・
機密事務取扱者、監視・断続的労働者、高
度プロ制度

◎法的には､通算されないとしても、労働者が過労等により業務に支障をきたさい観点から､使用者はその
者の申告等により就業時間を把握すること等を通じて､就業時間が長時間にならないようにすることが望
ましい。
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上限規制と労働時間通算規定の対応

① 通算した労働時間が適用される規定

○ 法定労働時間 １日/ ８時間
週/ 40時間

○ 法律による上限 複数月平均８０時間
月あたり１００時間未満

② 通算した労働時間が適用されない規定

○ 法律による上限 月/ 45時間
年/360時間

○ 法律による上限 年/７２０時間

①は労働者個人毎
に適用される。
②は事業場ごとに
適用されるですね。
３６協定の上限時
間ということか！休日

労働
も含
みま
す
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時間外労働の上限規制
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※ 労基法第３８条１項～労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関
する規定の適用については通算する。
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３時間 ２時間 ３時間

１時間

３０



３時間

１時間

３時間 ２時間

１時間
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９時間－８時間＝１時間
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先 先

Bが負担
Aが負担
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詳細については別については別に説明します。
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（副業・兼業の場合における 簡便な労働時間管理のポイント 労使双方の負担を軽減する「管理モデル」

① 労働者が使用者Ａ（先契約）と使用者Ｂ（後契約）で、雇用契約による副業・兼業 を行う場合、使用
者Ａの「法定外労働時間」（１週40時間、１日８時間を超える労 働時間）と使用者Ｂの「労働時間」につ
いて、それぞれ上限を設定します。
② 管理モデルの導入後、使用者Ｂは、使用者Aでの実際の労働時間にかかわらず、自社 での「労働時間
全体」を「法定外労働時間」として、割増賃金を支払います

１ 基本的な考え方

副業・兼業時の原則的な労働時間通算と管理モデルの違い

①＋②＋③＋④この合計が，法定労働時間を超えた場合、そこが割増を負担
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Ⅵ 副業・兼業を認めるに当たって（会社の副業・兼業解禁の実務）

１ 就業規則の整備（まずは、ルールづくり）

ア  副業・兼業を禁止や一律許可制にしている企業は、副業・兼業を原則認める方向で就業規則
等を見直すことが望ましい。
イ 労務提供上の支障がある場合など、裁判例において例外的に副業・兼業を禁止または制限する
ことができるとされている場合を必要に応じて規定する 
ウ 副業・兼業の有無や内容を確認するための方法を、労働者からの届出に基づくこととすること
エ 使用者が、労働者に課す競業避止義務の基準等の策定(※）を行う場合には、労働者の職種や
地位等を勘案したものとすることが望ましいこと
オ  副業・兼業に伴う労務管理を適切に行うためには、届出制など副業・兼業の有無・内容を確
認するための仕組みを設けておくことが望ましいです。
カ  労働者の心身の健康の確保、ゆとりある生活の実現の観点から法定労働時間が定められている
趣旨も踏まえ、長時間労働にならないようにすること
キ  長時間労働にならないようにすること 
ク 労働基準法や労働安全衛生法による規制等を潜脱するような形態等で行われる副業・兼業は認
められず、就労の実態に応じて、労働基準法や労働安全衛生法等における使用者責任が問われるこ
と
ケ  労働者が副業・兼業に係る相談・自己申告等をしやすい環境づくりが重要であり、労働者が
相談・自己申告等を行ったことにより不利益な取扱いはできないこと に留意すること。

就業規則の制定や
改正についての相
談もセンターで受
け付けています。

４４



※１ 競業避止義務の判断の基準とは

① 守るべき企業秘密や利益の存在 ② 従業員の地位 ③ 競業が禁止されている地域 ④競業が禁
止されている期間 ⑤ 禁止行為の範囲 ⑥ 代償措置の有無・・・という要素が､裁判で有効性を判断す
るための主な基準となるのでこれを参考として決める。   

● 企業秘密・利益の存在（保護に値いする利益）
～企業が保護すべき営業秘密、ノウハウ、顧客情報などが存在すること。

● 従業員の地位
～守るべき企業秘密や利益に接する地位にあった従業員であること。役職だけでなく､実際に情報に

アクセスしていたかなどが考慮される。
● 地域的な限定

～競業を禁止する地域が、企業の事業活動範囲など、客観的に見て合理的で限定的であること。
● 存続期間

～競業を禁止する期間が、企業の利益保護のために必要最低限の期間であること。一般的に「退職
後６か月～１年程度」が目安とされる。
● 禁止行為の範囲

～ 禁止する業務内容が、企業の利益を守るために必要最低限の範囲に限定されていること。
● 代償措置

～ 企業が競業制限を課す代わりに､従業員に代償となる報酬や手当を支払っていること。
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２ 就業規則の副業兼業の例(参考）

(例 １ 厚労省モデル就業規則
原則許容し、２項で制限列挙した事項に該
当する場合のみ、禁止又は制限することと
している。
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３ 留意点（参考）

１ 原則規定を置き注意喚起、また、新任教育中の社員（例えば、入社３年以下）を排除する。

２ 報告義務の具体化：副業・兼業開始後も、従業員に兼業・兼業の状況報告を求める規定を置き、必要に応
じて報告もとめることを可能にする。

３ 禁止・制限事項の明記：労務提供上の支障や企業秩序への影響がある場合の禁止・制限事項を具体的に
記載する。

４健康管理のための協力義務：従業員に対して、健康管理の必要な情報提供や自己管理を求める規定を設ける。

５ 届出制の導入：副業を開始する前に「副業・兼業に関する届」を提出させ、副業・兼業の内容（業務内容、
労働時間、勤務場所など）を確認する仕組みを就業規則に明記する。

６ 就業規則の副業・兼業の規定や、就業規則の「服務義務」の規定（会社外における義務（秘密保持義務、
信用保持義務、競業避止義務））を遵守する等の誓約書の提出を義務付ける。

具体的な就業規則の作成については、センターにご相談ください。
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届出書（ガイドライン掲載）
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副業・兼業事務の流れ 就業規則等の整備

副業・兼業に関する届出

副業・兼業の内容の確認

その他詳細は、ガイドラインを参照してください。 ５０



Ⅷ 他社の社員を副業・兼業で受け入れる際の留意点

１ 労務管理・労働時間管理

・労働時間通算と割増金

・労働時間把握

・安全配慮義務

・社会保険・労働保険

２ 情報セキュリティ・競業避止義務

・秘密保持義務

・競業避止義務

３ その他

副兼業者は、それぞれの会社で業務上の秘密を守る義務、秘密保持契約を結ぶ。

副業の内容、業務範囲を明確化し、競業避止義務に抵触しない配慮

契約内容の明確化～業務内容、労働条件、契約期間、責任の所在などを明確化した契約書、覚え書き交換

密な報告・連絡体制を構築し、業務の進捗や健康状態を把握できるようにする。

就業規則の整備～副業・兼業者の受け入れのための規定の整備、届出制なども設ける。 ５１



長時間ご視聴ありがとうございました。
お手数ですが、アンケートにご協力をお願いいたします。

＊アンケートはこちらから




	スライド 1: 副業・兼業
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14
	スライド 15
	スライド 16
	スライド 17
	スライド 18
	スライド 19
	スライド 20
	スライド 21
	スライド 22
	スライド 23
	スライド 24
	スライド 25
	スライド 26
	スライド 27
	スライド 28
	スライド 29
	スライド 30
	スライド 31
	スライド 32
	スライド 33
	スライド 34
	スライド 35
	スライド 36
	スライド 37
	スライド 38
	スライド 39
	スライド 40
	スライド 41
	スライド 42
	スライド 43
	スライド 44
	スライド 45
	スライド 46
	スライド 47
	スライド 48
	スライド 49
	スライド 50
	スライド 51
	スライド 52
	スライド 53
	スライド 54

